
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住所：和歌山市北野５７２－１   ℡：０７３－４６２－７０００  担当：東中 

短期入所生活介護の事業は、要介護となった場合においても、その利用者が可能な限りその居宅に

おいて、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことが出来るよう、入浴、排泄、食事等の介

護その他日常生活上の世話及び機能訓練を行うことにより、利用者の心身機能の維持並びに利用

者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図る事を目的とし、各関係者との緊密な連携を図り、総

合的なサービス提供に努めています。 

利用定員は９名でユニット型個室が８室、養護老人ホーム併設の従来型個室（２階）１室の合計９室と

してサービスを提供しております。ご家族様の緊急時や冠婚葬祭の時など急な時にも相談に応じて

います。 

 

 

 

 

 

 

ショートステイのご利用料金は介護サービス自己負担分＋食費＋居住費で計算されます。 

＜介護サービス自己負担額＞ 

ユニット型 １割負担 ２割負担 従来型 １割負担 ２割負担 

要支援１ ５４０円 １，０８０円 要支援１ ４６１円 ９２２円 

要支援２ ６７０円 １，３４０円 要支援２ ５７３円 １，１４６円 



ユニット型 １割負担 ２割負担 従来型 １割負担 ２割負担 

要介護１ ７１９円 １，４３８円 要介護１ ６１６円 １，２３２円 

要介護２ ７８９円 １，５７８円 要介護２ ６８７円 １，３７４円 

要介護３ ８６６円 １，７３２円 要介護３ ７６１円 １，５２２円 

要介護４ ９３８円 １，８７６円 要介護４ ８３３円 １，６６６円 

要介護５ １，００８円 ２，０１６円 要介護５ ９０３円 １，８０６円 

 

 要支援の方 要介護の方 

１割負担 ２割負担 １割負担 ２割負担 

看護体制（Ⅰ） なし なし ５円 ９円 

送迎 １９０円 ３８０円 １９０円 ３８０円 

サービス提供体制（Ⅱ） １９円 ３７円 １９円 ３７円 

また、全ての方に 

・送迎片道１９０円 

・介護職員処遇改善加算Ⅰ（基本サービス費に各種加算を加えた総単位の８．３％） 

・介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ（基本サービス費に各種加算を加えた総単位の２．７％） 

が追加されます。 

<食費・居住費の負担額＞ 

 (食費内訳：朝食３６０円・昼食５５０円・夕食５４０円) 

対象者 区分 食費 
居住費 

従来型個室 ユニット型個室 

生活保護受給者 利用者負担 
300 円 320 円 820 円 

市町村

民税 

非課税 

世帯全

員が 

老齢福祉年金受給者 第１段階 

年金収入等 利用者負担 
600 円 420 円 820 円 

80 万円以下 第２段階 

年金収入等 80 万円超 利用者負担 
1,000 円 820 円 1,310 円 

120 万円以下 第３段階① 

年金収入等 利用者負担 
1,000 円 820 円 1,310 円 

120 万円超  第３段階② 

上記以外の方 
利用者負担 

1,450 円 1,190 円 2,030 円 
第４段階 


